
入院予定の患者さんへ

２月８日（日）衆議院議員総選挙の
開催に伴い、期日前投票の実施に

ご協力お願いします

当院においても２月４日（水）に入院患者さんを対象に
不在者投票を実施する予定ですが、１月２６日（月）まで
に病棟にて事前申し込みが必要であるほか、手術、検
査等で投票できない場合もございます。

選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の
前日までの間、期日前投票ができます。期日前投票の
実施方法・投票所等の詳細については、お住いの区の
選挙管理委員会にお問い合わせください。
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